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                       議案第４８号   

 

 

   財産の取得の追認について  

 

 

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得したことについて，追認を求める。  

 

 

  令和  ６年  ９月２７日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 令和２年度に柏市立小学校及び中学校で使用する教師用教科書等

を取得したことについて，追認を求めたいので提案する。  
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１ 取得した財産

(1) 教師用教科書 ９，２２４冊

(2) 教師用指導書 ３，１４１冊

(3) 一般図書 １３２冊

(4) 教師用及び児童生徒用の副読本 ７，０９８冊

２ 契約の方法  

  随意契約  

３ 取得価格  

  ５９，２１３，４６８円

４ 契約の相手方  

  柏市旭町一丁目１番４号

  株式会社西口アサノ  

代表取締役   浅  野 肇

５ 契約の年月日  

  令和２年４月１日  
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議案第４８号から第５３号まで資料

財産（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の

副読本並びに一般図書）取得の追認関係  

１ 追認を求める理由

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号

及び柏市契約及び財産取得処分条例（昭和３９年柏市条例第８号）

第３条の規定により，予定価額２，０００万円以上の動産の買入

れについては議会の議決に付すべきであったところ，当該動産の

買入れにつき議会の議決を受けていなかったもの

２ 事案の概要

(1) 柏市立小学校及び中学校の学習指導の用に供する教師用教科

書，教師用指導書，一般図書並びに教師用及び児童生徒用の副

読本（以下「教師用教科書等」という。）の購入については，

その購入総量が購入に係る契約の締結時点では確定しないこと

及び必要に応じて発注し，すぐに納品を受けられるようにした

いことから，単価契約の方式で当該購入に係る契約を締結して

いた。  

(2) 単価契約の方式での契約の場合，その契約金額は品目ごとの

単価となることから，教師用教科書等の購入については，地方

自治法及び柏市契約及び財産取得処分条例で定める議会の議決

の対象（予定価額２，０００万円以上の動産の買入れ）には該

当しないとの認識の下，当該議会の議決を受けるための議案の

提出は行っていなかった。  

(3) 今般，教師用教科書等の購入に関する他の地方公共団体での

対応に関する報道を受け，改めて本市における教師用教科書等

の購入に係る取扱いについて精査した。  

(4) 結果，教師用教科書等の購入総量は，当該教師用教科書等の

購入に係る契約の締結時点では確定しないものの，購入するこ

とが確実に見込まれる数量がその大半を占めており，当該購入

総量はおおむね確定しているものと捉えられることから，この

場合に購入予定総額（契約単価に購入予定総量を乗じて得た額）

が２，０００万円以上となるときには，総価契約の方式で動産
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の買入れを行う場合と同様に，議会の議決を受けるべきものと

の判断に至った。  

 (5) 以上から，その購入に係る契約の締結に当たり議会の議決を

受 け る べ き で あ っ た ， 当 該 契 約 の 締 結 時 点 に お け る 予 定 価 額

（購入予定総額）が２，０００万円以上の教師用教科書等の購

入６件（令和２年度：２件，令和３年度：２件，令和６年度：

２件）について，議会の議決による追認を求めるものである。  
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                       議案第４９号   

 

 

   財産の取得の追認について  

 

 

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得したことについて，追認を求める。  

 

 

  令和  ６年  ９月２７日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 令和２年度に柏市立小学校及び中学校で使用する教師用教科書等

を取得したことについて，追認を求めたいので提案する。  
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１  取得した財産  

 (1) 教師用教科書  １０，４８４冊  

 (2) 教師用指導書  ３，４３４冊  

 (3) 一般図書  １５４冊  

 (4) 教師用及び児童生徒用の副読本  ７，３６３冊  

２  契約の方法  

  随意契約  

３  取得価格  

  ６５，８９８，４５７円  

４  契約の相手方  

  柏市豊四季台四丁目１番３号２１号棟１０８号  

  有限会社ハマジマ書店  

   代表取締役   濵  島  義  光  

５  契約の年月日  

  令和２年４月１日  
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                       議案第５０号   

 

 

   財産の取得の追認について  

 

 

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得したことについて，追認を求める。  

 

 

  令和  ６年  ９月２７日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 令和３年度に柏市立小学校及び中学校で使用する教師用及び児童

生徒用の副読本等を取得したことについて，追認を求めたいので提

案する。  
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１  取得した財産  

 (1) 教師用教科書  ２，２４２冊  

 (2) 教師用指導書  ７１５冊  

 (3) 一般図書  １２４冊  

 (4) 教師用及び児童生徒用の副読本  ６，９６７冊  

２  契約の方法  

  随意契約  

３  取得価格  

  ２３，４５２，７７９円  

４  契約の相手方  

  柏市旭町一丁目１番４号  

  株式会社西口アサノ  

   代表取締役   浅  野    肇  

５  契約の年月日  

  令和３年４月１日  
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議案第５１号

財産の取得の追認について

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得したことについて，追認を求める。  

  令和 ６年 ９月２７日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 令和３年度に柏市立小学校及び中学校で使用する教師用及び児童

生徒用の副読本等を取得したことについて，追認を求めたいので提

案する。  
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１  取得した財産  

 (1) 教師用教科書  ２，３７０冊  

 (2) 教師用指導書  ７８４冊  

 (3) 一般図書  １３４冊  

 (4) 教師用及び児童生徒用の副読本  ７，４５３冊  

２  契約の方法  

  随意契約  

３  取得価格  

  ２５，８８６，２７４円  

４  契約の相手方  

  柏市豊四季台四丁目１番３号２１号棟１０８号  

  有限会社ハマジマ書店  

   代表取締役   濵  島  義  光  

５  契約の年月日  

  令和３年４月１日  
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                       議案第５２号   

 

 

   財産の取得の追認について  

 

 

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得することについて，追認を求める。  

 

 

  令和  ６年  ９月２７日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市立小学校及び中学校で使用する教師用教科書等を取得するこ

とについて，追認を求めたいので提案する。  
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１  取得する財産（予定総量）  

 (1) 教師用教科書  ８，４２６冊  

 (2) 教師用指導書  ２，６７２冊  

 (3) 一般図書  １３５冊  

 (4) 教師用及び児童生徒用の副読本  ７，１４５冊  

２  契約の方法  

  随意契約  

３  取得価格（予定総額）  

  ８２，４８４，５２３円  

４  契約の相手方  

  柏市旭町一丁目１番４号  

  株式会社西口アサノ  

   代表取締役   飯  合  幸  夫  

５  契約の年月日  

  令和６年４月１日  
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                       議案第５３号   

 

 

   財産の取得の追認について  

 

 

 柏市立小学校及び中学校における学習指導の用に供するため，次

のとおり財産を取得することについて，追認を求める。  

 

 

  令和  ６年  ９月２７日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市立小学校及び中学校で使用する教師用教科書等を取得するこ

とについて，追認を求めたいので提案する。  

  

13



１ 取得する財産（予定総量）

(1) 教師用教科書  ８，４２６冊

(2) 教師用指導書  ２，６７２冊

(3) 一般図書  １３５冊  

(4) 教師用及び児童生徒用の副読本 ７，１４５冊

２ 契約の方法  

  随意契約  

３ 取得価格（予定総額）  

  ８２，４８４，５２３円  

４ 契約の相手方  

  柏市豊四季台四丁目１番３号２１号棟１０８号

  有限会社ハマジマ書店  

代表取締役   濵  島  義  光

５ 契約の年月日  

  令和６年４月１日  

14




	６集表紙
	６集目次
	議案第48号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）
	議案第48号から第53号まで資料 財産（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）取得の追認関係
	議案第49号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）
	議案第50号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）
	議案第51号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）
	議案第52号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）
	議案第53号 財産の取得の追認について（教師用教科書，副読本及び指導書，児童生徒用の副読本並びに一般図書）



